
東京都困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画 

検討委員会設置要綱 

 

令和５年７月２１日５福祉子育第１９０号福祉局長決定 

 

（目 的） 

第１条 東京都における困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える

女性への支援に関する法律（令和四年法律第 52 号）第８条に規定する都道府県における困難な

問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画の内容に関する検討を行

うことを目的として、「東京都困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基

本的な計画」検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（検討事項） 

第２条 委員会は、次の事項について検討する。 

（１） 困難な問題を抱える女性の現状、課題及び基本目標 

（２） 困難な問題を抱える女性への支援の内容及び支援体制 

（３） その他、困難な問題を抱える女性への支援に関し必要な事項 

 

（構 成） 

第３条 委員会は、次の委員をもって構成する。 

 （１） 次に掲げる者のうち、福祉局長が委嘱する者 

  ア 学識経験者 

イ 婦人相談員 

ウ 区市町村職員 

エ 弁護士 

オ 精神科医療機関関係者 

 （２） 次に掲げる職にある者 

  ア 東京都女性相談センター所長 

  イ 東京ウィメンズプラザ所長 

  ウ 東京都児童相談センター次長 

  エ 警視庁生活安全総務課ストーカー対策室室長 

  オ 東京都社会福祉協議会女性支援部会部会長 

２ 委員には委員長及び副委員長を置く。  

３ 委員長は、委員の互選により決定し、副委員長は委員長の指名による。 

４ 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。 

５ 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。 

 

（定足数） 

第４条 委員会は、委員の半数の出席をもって成立する。 

 

（招集等） 

第５条 委員会は委員長が招集する。 
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２ 委員会は、委員長が必要と認めるときは委員以外の出席を求め、又は他の方法で意見を聞く

ことができる。 

 

（任 期） 

第６条 委員の任期は令和５年※月※※日から令和６年３月３１日までとする。 

 

（幹 事） 

第７条 委員会における検討の補助を行うため、福祉局長は、都職員のうちから幹事を指名する。 

２ 幹事は、委員会に出席し、検討に必要な情報を提供するものとする。 

 

（会議の公開） 

第８条 委員会は、原則として非公開とする。ただし、委員長が認めるときは、公開とすることが

できる。 

２ 会議録等は、原則として公開するものとする。ただし、委員長が公開しないことを適当と認め

る事項については、非公開とすることができる。 

 

（事務局） 

第９条 委員会の事務局は福祉局子供・子育て支援部育成支援課に置く。 

２ 委員会の庶務は事務局において処理する。 

 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が別に定め

る。 

 

 

  附 則 

 この要綱は、決定の日から施行する。  


